
退職金専用定期預金取扱規定

令和６年１２月２日現在

退職金専用定期預金の取扱いは、この規定によるほかは別にご案内している定期預金規定

の定めにより取り扱います。

[預金の種類]

３か月もの単利型スーパー定期と新型複利定期預金（最長５年、据置期間６か月）の

２種類といたします。なお、自動継続式の取り扱いもできます。

[適用金利]

預入時の店頭表示金利といたします。

[自動継続]

自動継続式とした場合には、定期預金通帳・総合口座通帳または定期預金証書記載の

初回満期日に前回と同一の期間・種類のスーパー定期として継続するものとし、この預

金としては継続いたしません。以後も同様といたします。

[上乗せ金利]

（１）<３か月もの単利型スーパー定期の場合>

① 退職金お預け入れ

お預け入れ期間に応じた店頭表示利率に年１.０％の上乗せ金利を付加いたしま

す。なお、通帳には｢退職金｣、証書には｢退職金定期｣と記載されます。

② 退職金お預け入れ＋年金指定またはご予約

当金庫で公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）をお受け取りになっている

か、新たに当金庫での受け取りをご指定いただいたお客さま、または受け取りのご

予約をいただいたお客さまには、さらに年０．２％の上乗せ金利を付加いたします。

なお、通帳には｢退職・年｣、証書には「退職金定期・年金」と記載されます。

（２）<新型複利定期預金の場合>

お預け入れ時に別にお渡しした「『新型複利預金』お預け入れ時の店頭表示の利率」

といたします。ただし、自動継続式の場合は、継続日における店頭表示金利に変わり

ます。

（３）上乗せ金利の適用<３か月もの単利型スーパー定期の場合>

上乗せ金利は当該預金の満期日以降に付加いたします。ただし、自動継続式の場合

は初回満期日に付加するものとし、自動継続後は付加いたしません。以後も同様とい

たします。

[中途解約]

<３か月もの単利型スーパー定期の場合>

やむを得ず解約された場合には、上乗せ金利は付加いたしません。

以上


